
 

 

 

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

職員の給与に関する条例（昭和31年大阪市条例第29号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ

る規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定

（以下「対象規定」という。）をこれに対応する改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄

に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものを加える。 

改正後 改正前 

（義務教育等教員特別手当） 

第14条の４ [略] 

２ 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000

円を超えない範囲内において、職務の級及

び号給（定年前再任用短時間勤務職員にあ

つては、職務の級）の別に応じて、市規則

で定める校務の種類に係る業務の困難性そ

の他の事情を考慮して、市規則で定める。 

（教職調整額） 

第23条の２ 教育職員（校長、園長、副校長、

教頭及び大阪市立デザイン教育研究所条例

（昭和62年大阪市条例第49号）第１条に規

定する大阪市立デザイン教育研究所（以下

「デザイン教育研究所」という。）に勤務す

る教育職員並びに指導改善研修被認定者

（教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）

第25条第１項の規定による認定を受けた者

であつて、当該認定の日から同条第４項の

認定の日までの間にあるものをいう。）を除

く。以下この項及び第３項において同じ。）

には、その者の給料月額の100分の10（幼稚

（義務教育等教員特別手当） 

第14条の４ [同左] 

２ 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000

円を超えない範囲内において、職務の級及

び号給（定年前再任用短時間勤務職員にあ

つては、職務の級）の別に応じて、市規則

で定める。 

 

（教職調整額） 

第23条の２ 教育職員（校長、園長、副校長、

教頭及び大阪市立デザイン教育研究所条例

（昭和62年大阪市条例第49号）第１条に規

定する大阪市立デザイン教育研究所（以下

「デザイン教育研究所」という。）に勤務す

る教育職員を除く。第３項において同じ。）

には、その者の給料月額の100分の４に相当

する額の教職調整額を支給する。 

 

 

 

 

大阪市条例第51号



 

園の教育職員にあつては、100分の４）に相

当する額の教職調整額を支給する。 

[２・３ 略] 

附 則 

[１～９ 略] 

（教職調整額に関する特例） 

10 次の表の左欄に掲げる期間における第23

条の２第１項の規定の適用については、同

項中「100分の10」とあるのは、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

令和８年１月１日から

同年12月31日まで 

100分の５ 

令和９年１月１日から

同年12月31日まで 

100分の６ 

令和10年１月１日から

同年12月31日まで 

100分の７ 

令和11年１月１日から

同年12月31日まで 

100分の８ 

令和12年１月１日から

同年12月31日まで 

100分の９ 

別表第２ 

教育職給料表 

ア 教育職給料表⑴ 

 [表 略] 

備考 

[⑴～⑸ 略] 

⑹ この表の適用を受ける校長及び教頭

の給料月額は、この表の規定による給

料月額に4,000円を加えた額とする。 

⑺ この表の適用を受ける定年前再任用

短時間勤務職員の基準給料月額は、次

 

 

[２・３ 同左] 

   附 則 

[１～９ 同左] 

 

[新設] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２ 

教育職給料表 

ア 教育職給料表⑴ 

 [表 同左] 

備考 

[⑴～⑸ 同左] 

[新設] 

 

 

⑹ この表の適用を受ける定年前再任用

短時間勤務職員の基準給料月額は、次



 

の表に掲げる額とする。ただし、当該

定年前再任用短時間勤務職員のうち、

デザイン教育研究所に勤務する職員で

あつてその職務の級が１級、２級又は

特２級である者の基準給料月額は、同

表に掲げる額に当該額の100分の６に

相当する額（その額が23,000円を超え

るときは、23,000円）を加えた額とし、

校長及び教頭の基準給料月額は、同表

に掲げる額に4,000円を加えた額とす

る。 

[表 略] 

イ 教育職給料表⑵ 

 [表 略] 

備考 

[⑴～⑷ 略] 

⑸ この表の適用を受ける校長、副校長

及び教頭の給料月額は、この表の規定

による給料月額に4,000円を加えた額

とする。 

⑹ この表の適用を受ける定年前再任用

短時間勤務職員の基準給料月額は、次

の表に掲げる額とする。ただし、当該

定年前再任用短時間勤務職員のうち、

校長、副校長及び教頭の基準給料月額

は、同表に掲げる額に4,000円を加えた

額とする。 

[表 略] 

 [ウ 略] 

の表に掲げる額とする。ただし、当該

定年前再任用短時間勤務職員のうち、

デザイン教育研究所に勤務する職員で

あつてその職務の級が１級、２級又は

特２級である者の基準給料月額は、同

表に掲げる額に当該額の100分の６に

相当する額（その額が23,000円を超え

るときは、23,000円）を加えた額とす

る。 

 

 

[表 同左] 

イ 教育職給料表⑵ 

 [表 同左] 

備考 

[⑴～⑷ 同左] 

[新設] 

 

 

 

⑸ この表の適用を受ける定年前再任用

短時間勤務職員の基準給料月額は、次

の表に掲げる額とする。 

 

 

 

 

[表 同左] 

 [ウ 同左] 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

   附 則 

 



 

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第25条第１項の規定による

認定を受けた者であって同日の前日までに同条第４項の認定を受けていないものが当該認定を受

けるまでの間における当該者に対する職員の給与に関する条例の規定による教職調整額及び超過

勤務手当の支給については、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第23条の２第１項

及び第３項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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